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各市町の優遇措置
兵庫県内の各市町においても、企業誘致条例により独自に、税の軽減や各種奨励金 ・ 補助金などの優遇制度を制定しています。

■ 産業団地所在市町独自の優遇措置

--一
神戸空港島、ポート
アイランド（第2期）、
碑戸テクノ・ ロジス 神戸市 不均 一課税
丁イックパ ーク、神
戸サイエンスパーク

ポ ートア イ ラ ン ド
（ 第 2 期 ） 神戸市 企業拠点移転補助

企業投資活動奨励金
フェニックヌ事剃祁也 尼崎市

従業員市内居住奨励金

北摂三 田第二 課税免除

テ ク ノパ ー ク
三田市

水道料金の助成

ニュ ー 三田インダ 課税免除
三田市ストリアルバ ー ク 水道料金の助成

雇用奨励金
猪 名 川 町

産 業 拠 点地区 猪名川町 転入促進奨励金

転入奨励金

ひょうご小野産業団地小野市 不均 一課税

課税免除
加 西 イ ンタ ー

産 業 団 地
加西市

産業振興促進奨励金

不均 一課税

赤穏磯産業団地赤穂市 工場設置奨励金

雇用奨励金

課税免除、工場設置特別奨励金

工場設置奨励金

固定資産税．都市計画税1/2を軽減、事業所税1/2を軽減
※戦略産業の場合は上乗せあり

東京23区以外（市内除く）→市内規制都市区域：建物取得費の4％以内

固定資産税（家屋、償却資産）、都市計画税（家屋）相当額(1年分）

最大10万円x市内に転入した従業員数

固定資産税、都市計画税（土地、家屋、償却資産）

年間水道使用量5万面を超える分の水道料金を助成（年間上限額2,000万円）

固定資産税、都市計画税（土地、家屋、償却資産）

年間水道使用量5万対を超える分の水道料金を助成（年間上限額2,000万円）

町内在住新規常用従業員X10万円 (1年以上継続雇用、 各年度1,000万円限度）

町内に転入した常用従業員X10万円 (1年以上町内在住）

町内に転入した常用従業員本人に対し、町内に住居を購入した場合50万円、町内賃貸住居
に居住した場合10万円（同 一人につき1回限り、1戸の住居につき1人限り）

本社機能立地等に対 して固定資産税額を1/109こ軽減

固定資産税（土地、家屋、構築物）相当額

固定資産税（士地、家屋、償却資産）相当額

年間水道使用量2千面を超えた水量に係る水道料金当相当の1/2の額

東京23区からの本社機能立地に対 して固定資産税 を段階的に軽減

固定資産税相当額 (3年度間の合計額5億円限度）

20万円X新規常用従業員数

固定資産税を課税免除。また課税免除額のうち、条例で定められた額を特別奨励金とする

固定資産税相当額

工場緑化奨励金 4,000円／10nix工場新設時の緑化面積X2/3 (1回限り300万円限度）

一

5年間
（大規模特例：10年間）

5年間

20年間

3年間

20年間

3年度問

3年度間

3年度間

3年度間

3年度間

5年度問

10年度間

3年度間

3年度問

2年度間

3年度間
3年度間｛新設、移設）
2年度間増設）

雇用奨励金 市内に住所を有する新規常用従業員数X30万円（同 一人につき1回限り、1年以上継続雇用が必要） 3年度間
たつの市

播磨科学公園都市

上郡町

山東工叢団地朝来市

篠山中央地区 丹波箪山市

用地取得奨励金 用地取得額の60/100相当額以内 (5,000万円限度、5年分割）

建物機械設備奨励金 建物取得額及び機械設備の償却資産取得額の合計の10/100相当額以内 (3,000万円限度、5年分割）

不均 一課税、 本社機能立地等に対 して固定資産税を段階的に軽減。この不均 一課税 を受けたものに
特定業務施設設置奨励金 対す る減収補てん額 を奨励金 と す る

課税免除、工場設置特別奨励金 固定資産税を課税免除。また課税免除額のうち、条例で定められた額を特別奨励金とする

新規 成長事業用設置奨励金固定資産税相当額

4,000円／10nix工場新設時の緑化面積X2/3 (1回限り300万円限度）

3年度間

3年度間

3年度間（新設、移設）
2年度問（増設）

工場緑地奨励金

雇用奨励金

不均 一課税

町内に住所を有する新規常用従業員数X30万円（同 一人につき1回限り、1年以上継続雇用が必要） 3年度間

本社機能立地等に対して固定資産税を段階的に軽減 3 年度問

課税免除

企業立地奨励金

固定資産税奨励金

雇用促進奨励金

課税免除

工場等施設整備奨励金

雇用促進奨励金

不均 一課税

課税免除

固定資産税相当額

投下固定資産総額の5%（限度額3,000万円）を奨励

固定資産税相当額の2分の1

市内に住所を有する新規雇用者X40万円
市外に住所を有する新規雇用者X20万円（市内 ・ 市外合わせ上限40人まで）

固定資産税

固定資産税相当額

市内在住新規雇用従業員X10万円 (500万円を限度）

本社機能立地等に対して固定資産税を段階的に軽減

固定資産税

用地取得補助用地取得価格の20%（限度額5,000万円）
建設費補助建物 ・ 設備費用の5%（限度5,000万円）

3 年度間

初年度

6年間

6年間

3年度間

最長7年度間

1回限 り

3 年度問

3 年度間

山南工 業 団地 丹波市 企業誘致促進補助金 緑化推進補助緑化経費の30%（限度額500万円）

雇用奨励金

・浄化槽・下水道補助浄化槽設置費用の20％あるいは下水道加入分担金の50%（限度額1,000万円）
・ 上水道補助上水道加入分担金の50%

•市内新規常時雇用者1人あたり50万円
・ 非正規雇用者を常時雇用に転換 1人あたり50万円（限度額：併せて2,000万円、各1回限り）






